
外資の日本参入のフローチャート 

 

【駐在員事務所の設置】 ・オフィス賃貸借契約・事務員の雇用・電話等の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【支店設置】 

準備 

 

日本における代表者を決める。 

事業の所管、事前届出の必要に

ついての問い合わせ。 

外為法上の事

前届出 

支店等の設置 

登  記 

【現地法人設立】 

設立関係事項の検討 

 

 

定款の作成 

許認可事項の打診 

外為法上の事前届出

の要否の確認 

類似商号の調査 

登  記 

設立時取締役及び設立時監査役による調査 

発起人による株式総数の引受・払込 

定款の認証 外為法上の事

前届出 

日本銀行 

所管大臣 

法務局 

税務署（法人設立届出）：税理士 

職安等：社労士 

 

入国管理局（在留資格認定）：行政書士 

司
法
書
士 原 則 

6ケ月

以内 

30日 

経過 

3週間 


